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 １ 北海道の教育 
 

 

北海道教育委員会では、教育基本法に基づくなどして、本道の教育課題解決と地域創生

の実現に向けて、北海道が示す教育の全体像を示すものとして、令和５年度から５年間を

計画期間とする北海道教育推進計画を策定しています。 

１ 北海道教育推進計画 
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全教科・多くの種目で

全国との差が縮まってきています。
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中・義務教

育学校は、これまでの取組を改めて

見直し、児童生徒一人一人に「未来社会を切り開くための資質・能力」を一層確実に育

んでいくことが重要です。

本道の状況

「学校力」とは
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【「学校力向上に関する総合実践事業」指定地域の取組】 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
教
育
の
充
実 

(1)１人１台端末を活用した授業改善 

 ア 目指す資質・能力の育成に向けた効果的な活用（主体的・対話的で深い学び

の実現） 

 イ デジタル教科書等の効果的な活用 

  ウ 小学校高学年における教科担任制による指導の充実 

(2) １人１台端末の日常的な活用による学びの充実 

ア 休み時間など、授業以外における活用（健康観察、タイピング練習、アンケ

ート など） 

イ 学校外における活用（１人１台端末の持ち帰り、教材の画像データを活用し

た学び など） 

ウ 文部科学省 CBT システム（MEXCBT：メクビット）、ほっかいどうチャレンジ

テスト等の活用 

(3) 教員の ICT 活用指導力等の向上 

   ア 学校の ICT 化に向けた推進体制の構築 

  イ 日常実践に直結する校内研修の促進 

「
北
海
道
ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
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第
２
期
）
」
を
踏
ま
え
た 

働
き
方
改
革
の
実
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(1) 改革プロセスの明確化 

 ア 個々の教職員の課題意識を踏まえた改革の目標設定 

 イ 改善効果の明確化と効果の定期的な検証 

 ウ 全教職員の在校等時間の客観的な計測とその記録の共有 

(2) 組織体制の構築 

 ア 学校規模に応じた働き方改革推進のコアチーム（事務職員を含む）による改

善プロセスの推進 

 イ 校長等による推進チームへの支援 

(3) 業務の効率化に向けた取組の充実 

 ア 課題に応じた「５つの業務改善・効率化の観点」の実践 

 イ ＩＣＴの活用（教材作成等授業準備、朝の打合せや職員会議等でのペーパー

レス化、保護者との連絡手段のデジタル化、教員研修の効率的な実施） 

 ウ 学校事務の共同実施による学校間の連携 

 エ 部活動休養日等の完全実施、学校規模に応じた部活動数や運用形態の見直

し、地域との連携など部活動指導に係る負担の軽減（中学校） 

 



るとともに体験で得た

で

での

地域の自然を守り、育てるコスモス街道づくり
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アイヌ民族を　　　　　
　　　　理解するために

北海道　平成31年3月改訂
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令和元年（2019年）5月24日から、アイヌの人々が民族としての誇りを持っ

て生活することができ、その誇りが尊重される社会の実現を図り、もってすべての国民が相互

に尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする「アイヌの人々の誇りが

尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」が施行されました。
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